
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
八
十
号 

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
別
保
護
地
区
を
指
定
し
た
い
の
で
、

同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
特
別
保
護
地

区
の
名
称
、
区
域
、
存
続
期
間
及
び
当
該
特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案
（
以
下
「
指

針
案
」
と
い
う
。
）
を
縦
覧
に
供
す
る
。 

な
お
、
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
知
事
に
指

針
案
に
つ
い
て
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 

狭
山
湖
特
別
保
護
地
区 

二 

区
域 

埼
玉
県
所
沢
市
上
山
口
地
内
に
お
け
る
所
沢
市
道
五
―
千
四
百
三
十
一
号
線
と
東
京
都
水
道

局
山
口
貯
水
池
管
理
歩
道
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
地
点
か
ら
東
京
都
水
道
局
山
口
貯
水
池

管
理
歩
道
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
所
沢
市
道
五
―
七
百
五
十
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地

点
か
ら
所
沢
市
道
五
―
七
百
五
十
八
号
線
に
沿
っ
て
南
に
進
み
、
主
要
地
方
道
所
沢
・
武
蔵
村

山
・
立
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
主
要
地
方
道
所
沢
・
武
蔵
村
山
・
立
川
線
に
沿

っ
て
南
に
進
み
、
埼
玉
県
と
東
京
都
の
境
界
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
境
界
に
沿
っ
て
西
に
進

み
、
所
沢
市
と
入
間
市
と
東
京
都
と
の
境
界
点
を
経
て
入
間
市
道
四
百
六
十
一
号
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
地
点
を
右
折
し
て
入
間
市
道
四
百
六
十
一
号
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
入
間
市
道

三
百
十
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
入
間
市
道
三
百
十
号
線
に
沿
っ
て
北
に
進
み
、

所
沢
市
道
五
―
千
四
百
三
十
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
地
点
か
ら
所
沢
市
道
五
―
千
四
百

三
十
一
号
線
に
沿
っ
て
東
に
進
み
、
起
点
に
至
る
線
で
囲
ま
れ
た
区
域
。
（
五
百
九
十
一
ヘ
ク

タ
ー
ル
） 

三 

存
続
期
間 

 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
八
年
十
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

指
針
案 

 

イ 

指
定
区
分 

 
 

身
近
な
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区 

 

ロ 

指
定
目
的 

 
 

当
該
区
域
は
所
沢
市
及
び
入
間
市
に
ま
た
が
る
狭
山
丘
陵
地
帯
に
位
置
し
て
お
り
、
狭
山



湖
及
び
そ
れ
に
隣
接
す
る
樹
林
地
で
あ
る
。
一
帯
は
、
ア
カ
マ
ツ
、
ヒ
ノ
キ
及
び
ス
ギ
等
の

針
葉
樹
林
と
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ネ
コ
シ
デ
及
び
エ
ゴ
ノ
キ
等
の
広
葉
樹
林
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
狭
山
湖
は
貴
重
な
水
辺
と
し
て
、
渡
り
鳥
の
飛
来
場

所
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
周
辺
の
樹
林
地
で
は
、
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植

物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
お
い
て
、
国
内
希
少
野

生
動
植
物
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
オ
オ
タ
カ
等
の
猛
禽
類
が
生
息
し
て
い
る
。
当
該
地
域

は
、
昭
和
六
十
一
年
に
特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
さ
れ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
法
第
二
十

九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全

す
る
も
の
で
あ
る
。 

五 

縦
覧
場
所 

イ 

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課 

ロ 

埼
玉
県
西
部
環
境
管
理
事
務
所 

六 

縦
覧
期
間 

 

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
八
月
十
二
日
ま
で 

七 

意
見
書
提
出
先 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課 

 


